
 

 回 覧 

２０２３年  ６月号 

～ ヘルメットを着用しましょう ～ 

  千葉県内では、令和４年中に１５名の方が自転車乗車中の交通事故で尊い

命を落とされていますが、そのうち、 

約７割   の方は、頭部に致命傷 

を負っています。 

 

大人、子供にかかわらず、買い物や通勤・ 

通学などの日常生活の場面においても、自転 

車に乗るときは、ヘルメットを着用し、頭部 

を保護しましょう。 

 

  改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から、自転車乗車時のヘル

メット着用が、努力義務になっています。 

道路交通法（抜粋） 
（自転車の運転者等の遵守事項） 

第六十三条の十一  

１ 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 

２ 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせる 

よう努めなければならない。 

３ 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は 

幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 

 

自転車とヘルメットはセットです。まだ、ヘルメットを 

お持ちでない方は、自分の命を守る行動として、是非、購入 

・着用をお願いします。 

 

 

 

 〈連絡先〉  茂原市役所 市民部 生活課   

 ℡０４７５－２０－１５０５ 

裏面あり☞ 



 

 


